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第１ 趣旨 

高知市（以下「市」という。）と高知労働局（以下「労働局」という。）は

相互に連携して雇用対策に関する施策を総合的、効果的かつ一体的に実施す

ることで、地域経済の活性化と市民の暮らしの向上を図るために令和３年 11

月８日「高知市雇用対策協定」（以下「協定」という。）を締結した。 

  この協定に基づき、市、労働局、ハローワーク高知（以下「ハローワー

ク」という。）は市の行う地域活性化、雇用創出、その他の雇用に関する施

策の実施と労働局及びハローワークにおける職業紹介、雇用保険、事業主指

導その他雇用に関する施策の実施が密接な連携のもとに円滑かつ効果的に推

進されるよう、「高知市雇用対策協定に基づく事業計画」をまとめ、雇用失

業情勢の改善に取り組むこととする。 

  連携に当たっては、それぞれが実施する施策等に関して高知市雇用対策協

定運営協議会（以下「協議会」という。）において情報・意見交換を実施す

るなど、互いの理解を深める取組を推進する。 

  なお、労働局・ハローワークはここに定める以外の雇用に関する事項、市

等の雇用失業情勢に関する各種指標等についても、各種施策への連携・協力

等について市からの要請があった時は、その要請に誠実かつ迅速に対応する

こととし、市は、市内への企業進出・撤退の情報や人材確保状況等について

労働局・ハローワークに提供し連携を図る。 
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Ⅰ 「働きたいすべての人」の選択肢の拡大と就労支援 

 

  ○就職氷河期世代の活躍促進、就労支援 

  ○若年者の雇用促進・定着支援 

  ○女性の活躍促進 

  ○高齢者の活躍促進 

  ○障害者等の雇用促進 

 

【目標】  

・ハローワーク高知における氷河期世代の正社員就職件数        379 件 

・就職氷河期世代支援事業における合同相談会/セミナー参加者数    60 名/40 名 

・ハローワーク若者相談コーナー就職率                38.4 ％ 

・ハローワーク高知マザーズコーナー重点支援対象者就職率            95.9 ％ 

・ハローワーク高知生涯現役支援窓口就職率（６５歳以上）       83.4 ％ 

・就労移行支援利用者数（月平均実利用者数）             40 人/月 

（障害者の一般就労を目的とした訓練を行う障害福祉サービス） 

・ハローワーク高知における障害者就職件数                          391 件 

・高知市無料職業紹介所 就職者数                    20 名 

・高知市雇用創出促進協議会での就職者数 (※令和４年度～７年度)     121 名              

 

 

（市が実施する業務） 

① 就職氷河期世代を正規雇用労働者として雇入れる事業主に対して助成金を支給す

ることで、就職氷河期に就職の機会を逃したことなどにより十分なキャリア形成

がなされず、正規雇用労働者としての就業が困難な方を支援し、就職促進を図る。 

【商工観光部産業政策課】 

② 女性が本来持っている力を引き出して、自らが望む働き方や生き方を選択してい

けるように講座を行うなど必要な支援等を行う。 

【市民協働部人権同和・男女共同参画課】 

③ 高知市シルバー人材センターにおいて、高齢者の就業に関する情報の収集及び提

供、高齢者の就業に関する調査研究、高齢者の就業に関する相談などに取り組む。 

【商工観光部産業政策課】 

④ 障害者雇用のためには、障害の種別や程度、障害の特性に応じた対応を理解する

ことが必要であり、企業との勉強会等を実施し、障害者雇用の促進に向け取組を

進める。また、障害のある人が働き続けられるよう、就労後の支援体制の充実を

図る。 

⑤ 障害者を対象とした就労支援事業所などで、知識や能力の向上、就労に必要な支

援等を行う。 

【健康福祉部障がい福祉課】 
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⑥ 高知市無料職業紹介所の求職登録者に対し、専任の高知市就労支援員による職業

紹介やカウンセリング等の支援を行い、登録者の就職につなげる。 

⑦ 高知市及び市内の経済・労働団体等が構成員となり設立された高知市雇用創出促

進協議会（地域雇用活性化推進事業）において、地域の実情に応じた魅力ある雇用

やそれを担う人材の維持・確保の取組をより効果的に推進し、地域の雇用を通じた

活性化を図る。  

【商工観光部産業政策課】 

⑧ ひとり親家庭支援センターにおいて、生活の相談対応や就業に関する情報の収

集、提供等を実施し、ひとり親家庭の就業及び自立の促進を図る。 

【こども未来部子育て給付課】 

⑨ 行政と民間事業所との協働で「こうち介護カフェ」を企画・運営。事業所を超えた

職員のつながりを形成し、悩み相談や情報共有の場作りを通じて介護離職防止や介
護職場の魅力向上を図る。 

⑩ 介護人材の課題について，高知県及び近隣自治体と連携した取組を進めるための

体制構築に向けて検討する。 

⑪ 介護助手等、新たな人材確保についての情報交換を行うなど、高知労働局と連携

を図りながら取組について検討する。 

【健康福祉部介護保険課】 

⑫ 人口減少、少子高齢化の進展に伴い、施策展開のさらなる効果的・効率的を図るた

め、庁内各課及び関係機関が連携し、地域共生社会の実現に向け取り組む。(令和

４年度からは、相談支援・参加支援・地域づくりに向けた支援を一体的に行う重層

的支援体制整備事業に全庁挙げて取り組むこととしており、就労支援は参加支援

のメニューとなっている。） 

【健康福祉部地域共生社会推進課】 

 

（労働局・ハローワークが実施する業務） 

① ハローワーク高知就職氷河期世代専門窓口において関係機関と連携したチーム支

援を実施することにより正社員就職を促進する。 

② 就職氷河期世代活躍支援プラットフォームを活用した支援（委託事業）における

合同相談会及び事業主向けセミナーを実施する。 

③ 市町村プラットフォームへ参画し地域の就職氷河期世代に対して支援を行う。 

④ ハローワーク若者相談コーナー及びハローワークで若年求職者の就職支援を行

う。 

⑤ 若年者等に対して就職支援ナビゲーターによる担当者制による個別支援とニーズ

を踏まえた求人開拓、就職後の定着支援を行う。 

⑥ 新規大卒等就職フェア（７月開催）について、積極的な広報により県内外の学生

等の参加を広く呼びかけ応募機会の拡大に努める。 

⑦ SNS 等を活用した情報発信により、若者を中心とした世代に対しハローワークの
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支援内容を周知することで新規求職者の確保を図り、積極的な就職支援を行う。 

⑧ 若者雇用促進法に基づき、若者の採用・育成に積極的で、若者の雇用管理の状況

などが優良な中小企業を認定する「ユースエール認定制度」の認証の取組促進を

図る。 

⑨ ハローワーク高知マザーズコーナーで、子連れで来所しやすい環境で保育関連サ

ービス情報の提供を行い、早期就職を支援する。また、マザーズコーナー利用者

等を対象に就職準備に資する就職支援セミナーを定期的に開催するとともに、子

育て世代の求職者が在宅のまま支援が受けられるよう、オンライン職業相談・職

業紹介を積極的に実施する。 

⑩ 労働局、安定所と地方公共団体、事業主団体等の関係機関により構成する「子育

て女性等就職支援ネットワーク」を構築し相互の施策の理解促進を図り子育て女

性等の就職支援を実施する。 

【職業安定課・ハローワーク】 

⑪ ハローワーク高知生涯現役窓口における多様な就業ニーズに応じた就職支援を行

う。 

⑫ 70 歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や高年齢労働者の処遇改善を行う企

業への支援を実施する。 

⑬ ハローワーク高知において、障害の状況、適性等に応じた就職支援を行うととも

に市の障害者支援機関と連携し就労に向けた支援を行う。 

⑭ 障害者の雇用機会の拡大に向けて市内の企業に対する雇用維持、拡大の要請を実

施する。 

⑮ 難病患者就職サポーターによる病状に応じた個別支援の実施及び関係機関と連携

した難病患者等の就労の支援を行う。 

【職業対策課・ハローワーク】 

⑯ 離職者・在職者向けの「ハロートレーニングガイド」を作成し、職業能力開発の

理解を深める。 

【訓練課・ハローワーク】 

⑰ ハローワークにおいて、求人者及び求職者の利便性を向上するため、「求人者・

求職者マイページ」の活用を促進するとともに、オンラインによる職業相談・職

業紹介等の利用を促進する。 

【職業安定課・職業対策課・訓練課・ハローワーク】 
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Ⅱ 労働環境の整備、働き方改革の推進 

 

○長時間労働の削減や多様な勤務形態の導入など男女とも活躍できる環境づ

くりに取り組むための気運の醸成 

 ○働き方改革、ワークライフバランスの推進、エイジフレンドリーな職場作

りの促進 

 ○企業誘致や雇用創出など働ける環境づくり、移住・定住の促進、人材確保

に向けた支援 

 

【目標】 

・職場環境改善のためのワークショップの実施               前年度以上 

・誘致企業に対する面接会等の実施                        前年度以上 

・誘致企業による就業者数                 2,012 人（新規誘致企業数 1社） 

・県外からの移住相談件数    263 件（平成 30年度）→360 件（令和６年度） 

・県外からの移住組数    185 組（平成 30 年度）→200 組以上（令和６年度） 

・15～24 歳の県外への転出超過数   752 人（平成 30 年）→300 人（令和６年） 

・移住者の２年間の市内定着率  81.3％（令和元年度）→100％（令和６年度） 

・ハローワーク高知人材確保コーナー就職件数                1,072 件 

 

 

（市が実施する業務） 

① 勤労者及び事業主に対して、労働関係の各種制度改正や行政の重点取組項目等に

ついて広く周知・広報を図る。 

② 厚生労働省委託事業である地域雇用活性化推進事業において、高知市雇用創出促

進協議会を事業実施主体として、事業所の魅力向上、事業拡大の取組を支援する。 

③ 賃金や労災関係、雇用問題など、働くなかでのトラブル等について公益財団法人高

知勤労者福祉サービスセンターと協力し、総合労働相談を実施するなど、相談支援

体制の強化を図る。 

【商工観光部産業政策課】 

④ 家庭や職場、地域での問題などについて、ジェンダー平等の視点から、個人の問

題ではなく、社会構造から発生する問題として受け止め、相談者が問題の解決を

図れるよう、電話や面接により相談を行うなど、相談体制を図る。 

⑤ 雇用するにあたり男女の均等な機会や待遇を確保することや、仕事と育児・介護等

の家庭生活を両立することのできる労働環境を整備するなど、男女共同参画に関

する取組を積極的に実施している事業者を表彰する。 

⑥ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大に向け広報・啓発活動、取組への支援等を

通じて機運の醸成を図る。  

【市民協働部人権同和・男女共同参画課】 
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⑦ 求職者のニーズにあった企業誘致により、優良な雇用の場の創出を目指す。 

【商工観光部産業政策課】 

⑧ 高知市への移住を検討する上で必要となる「仕事・住まい・暮らし」に関する情報

をホームページやＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービス）、情報紙、大都

市圏での移住相談会等で発信するとともに、県内市町村と連携した広域でのＰＲ

活動や、ターゲットに合わせた各種支援等を行い UIJ ターンの推進及び定住の促

進を図る。 

⑨ 移住前に高知市を理解し、生活面でのギャップを少なくするために、移住希望者の

予定に合わせたガイドツアーを実施するとともに、高知市での暮らしを体験して

もらうためのお試し滞在施設の設置・運営を行う。また、移住後の不安解消や移住

者同士の交流を図るために、地域移住サポーターと連携した移住者交流会を開催

するなど、受入れ体制の強化を図る。 

【総務部地域活性推進課】 

 

（労働局・ハローワークが実施する業務） 

① 所定外労働時間の削減、休暇の取りやすい職場環境の整備を目的とする訪問指導

やワークショップを実施する。 

② 働き方改革関連法等について説明会を行い、きめ細かな周知に取り組む。 

③ 事業所調査、会社訪問時等に「くるみん認定制度」、「えるぼし認定制度」の周

知、認証の取組促進を図る。 

【雇用環境・均等室】 

④ 高知市誘致企業に対する職種や就業形態等におけるニーズや人材確保のための労

働市場や各種助成金の情報提供を行う。 

【職業安定課・職業対策課・ハローワーク】 

⑤ 高知市誘致企業の人材確保のため求人作成支援、求人充足のための面接会等を実

施する。 

【職業安定課・ハローワーク】 

⑥ ハローワーク高知人材確保コーナーにおいて人手不足分野（建設・運輸・警備・

医療・介護・保育）など雇用吸収力の高い分野のマッチング支援を実施する。ま

た、建設・運輸・警備・医療・介護・保育以外の産業においても人手が不足して

いる事業所について、積極的なマッチングを行う。 

【訓練課・ハローワーク】 

⑦ UIJ ターン希望者に対する求人情報の提供、職業相談など就職の支援を行う。 

【職業安定課・ハローワーク】 

⑧ パート・アルバイト等で働く方が年収の壁を意識せずに働ける環境づくりを実現

するため、キャリアアップ助成金（社会保険適用時処遇改善コース）等を活用し

労働者の処遇改善・収入増と企業の人手不足の解消を図る。（年収の壁・支援強

化パッケージ） 

【職業対策課・ハローワーク】 
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⑨ 【再掲】SNS 等を活用した情報発信により、若者を中心とした世代に対しハロー

ワークの支援内容を周知することで新規求職者の確保を図り、積極的な就職支援

を行う。 

【職業安定課・職業対策課・訓練課・ハローワーク】 
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Ⅲ 高知市と労働局・ハローワークの一体的な事業の実施 

 

○就労・生活相談と職業紹介等就労支援を一体的に実施 

○生活困窮者等に対する一体的支援の実施 

 

 

【目標】 

・生活保護受給者等就労自立促進事業支援対象者数             468 人 

（内、児童扶養手当受給者 165 人） 

・生活保護受給者等就労自立促進事業就職者数                 322 人 

（内、児童扶養手当受給者 119 人） 

 

 

（市が実施する業務） 

① 就労促進員及び生活困窮者支援･相談担当を配置し、高知労働局及び高知市社会

福祉協議会、その他庁内関係機関等と連携するとともに、生活保護受給者等就労

自立促進事業を高知労働局と一体的に実施し、生活困窮者や生活保護受給者、児

童扶養手当受給者等の自立支援や就労促進、福祉の向上を図る。        

【健康福祉部福祉管理課・こども未来部子育て給付課】 

② 高知市雇用創出促進協議会（地域雇用活性化推進事業）で実施する事業におい

て、高知労働局との連携を図り事業の周知広報に努める。 

【商工観光部産業政策課】 

 

（労働局・ハローワークが実施する業務） 

① 生活保護受給者等就労自立促進事業支援対象者に対して、ハローワーク高知及び

「高知市福祉事務所就労支援窓口」において求人情報の提供、職業相談・職業紹

介を実施する。 

【訓練課・ハローワーク】 

② 特定求職者雇用開発助成金（生活保護受給者等雇用開発コース）の周知及び活用

促進を図る。 

③ 高知市雇用創出促進協議会（地域雇用活性化推進事業）で実施する事業と連携を

図り就労支援を実施する。 

【職業対策課・ハローワーク】 

④ 「ハロートレーニングガイド」を活用し職業能力開発の理解を深めハローワーク

等での職業相談を通じて求職者支援訓練等へ誘導し就職支援を行う。 

【訓練課・ハローワーク】 
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Ⅳ 事業推進体制の構築 

 

○事業の周知広報に係る相互協力 

○情報の共有 

○会議体の構成、協議等 

 

（共通事項） 

① 高知市、高知労働局・ハローワークが実施する事業等について周知、広報に係る

相互協力を行う。 

② 高知市、高知労働局・ハローワークそれぞれの支援策情報の相互提供及び支援策

に関係する情報の相互提供を行う。 

③ それぞれが実施する施策等に関して高知市雇用対策協定運営協議会において情

報・意見交換を実施するなど、互いの理解を深める取組を推進する。 

 

 


